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第４回定例会会議録 

 

令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 （ 金 ） 

開  会  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 

－－－日程第１  開会宣言－－－    

○議長（内堀喜代志君）   おはようございます。  

 これより、令和７年第４回御代田町議会定例会を開会します。  

 ただいまの出席議員は１４名、全員の出席であります。  

 理事者側も全員の出席であります。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。  

 

－－－諸般の報告－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。  

 内堀議会事務局長。  

（議会事務局長  内堀淳志君  登壇）    

○議会事務局長（内堀淳志君）   おはようございます。  

 それでは、書類番号１をお願いいたします。  

 諸般の報告  

 令和７年１１月２８日  

 １．本定例会に別紙配布のとおり町長から議案１５件・報告１件が提出されてい

ます。  

 ２．監査委員より監査報告が別紙のとおりありました。  

 ３．本定例会に別紙配布した陳情文書表のとおり、陳情１件が提出され、受理し

ました。  

 ４．本定例会に説明のため町長ほか関係者に出席を求めました。  

 ５．本定例会における一般質問通告者は、市村千恵子議員他８名であります。  

 ６．閉会中における報告事項は別紙のとおりです。  

 次の２ページから２０ページまでは、監査委員の例月現金出納検査報告書及び定

期監査報告書ですので、後ほどご覧ください。  
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 ２１ページの閉会中の報告事項につきましては、全員協議会の折に報告しますの

で、この場においては省略いたします。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   以上をもって、諸般の報告を終わります。  

 

－－－日程第２  会期決定－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２  会期決定の件を議題とします。  

 本定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会を開催し、審議してありますので、

議会運営委員長より報告を求めます。  

 黒岩  旭議会運営委員長。  

（議会運営委員長  黒岩  旭君  登壇）    

○議会運営委員長（黒岩  旭君）   それでは、報告いたします。  

 １１月２１日午前１０時より、議会運営委員会を開催し、令和７年第４回御代田

町議会定例会に提出の議案・一般質問等について、審議日程等を決定したので、報

告いたします。  

 本定例会に町長から提出された案件は、議案１５件、報告１件の計１６件であり

ます。  

 一般質問の通告者は９名であります。  

 ９月定例会以後提出された陳情は１件あり、受理しました。  

 これにより、会期は、本日より１２月１５日までの１８日間とすることに決定い

たしました。  

 次に、審議日程については、書類番号１、２２ページをご覧ください。  

 令和７年第４回御代田町議会定例会会期及び審議予定表  

 第  １日  １１月２８日  金曜日  午前１０時  開会  

                       諸般の報告  

                       会期の決定  

                       会議録署名議員の指名  

                       町長招集の挨拶  

                       議案上程  

                       議案説明  
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 第  ２日  １１月２９日  土曜日        議案調査  

 第  ３日  １１月３０日  日曜日        議案調査  

 第  ４日  １２月  １日  月曜日        休会  

 第  ５日  １２月  ２日  火曜日  午前１０時  一般質問  

 第  ６日  １２月  ３日  水曜日  午前１０時  一般質問  

 第  ７日  １２月  ４日  木曜日        休会  

 第  ８日  １２月  ５日  金曜日  午前１０時  議案に対する質疑  

                       議案の委員会付託  

 第  ９日  １２月  ６日  土曜日        休会  

 第１０日  １２月  ７日  日曜日        休会  

 第１１日  １２月  ８日  月曜日  午前１０時  町民建設経済常任委員会  

 第１２日  １２月  ９日  火曜日  午前１０時  町民建設経済常任委員会  

 第１３日  １２月１０日  水曜日  午前１０時  総務福祉文教常任委員会  

 第１４日  １２月１１日  木曜日  午前１０時  総務福祉文教常任委員会  

 第１５日  １２月１２日  金曜日  午前１０時  全員協議会  

 ２３ページをご覧ください。  

 第１６日  １２月１３日  土曜日        休会  

 第１７日  １２月１４日  日曜日        休会  

 第１８日  １２月１５日  月曜日  午前１０時  委員長報告  

                       質疑  

                       討論  

                       採決  

                       閉会  

 続いて、各常任委員会、全員協議会の会場、時間について報告いたします。  

 ２３ページ中段をご覧ください。  

 常任委員会開催日程  

 町民建設経済常任委員会  

    １２月  ８日  月曜日  午前１０時  委員会室  

    １２月  ９日  火曜日  午前１０時  委員会室  

 総務福祉文教常任委員会  
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    １２月１０日  水曜日  午前１０時  委員会室  

    １２月１１日  木曜日  午前１０時  委員会室  

 全員協議会開催日程  

    １２月１２日  金曜日  午前１０時  委員会室  

 以上で、報告を終わります。  

○議長（内堀喜代志君）   お諮りします。ただいま議会運営委員長から報告がありました

とおり、本日から１２月１５日までの１８日間にしたいと思います。ご異議ござい

ませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、会期は、本日より１２月１５日までの１８日間に

決定しました。  

 

－－－日程第３  会議録署名議員の指名－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３  会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、議会規則第１２５条の規定により、議長において  

  ３番  森泉謙夫議員  

  ４番  黒岩  旭議員  

 を指名します。  

 

－－－日程第４  町長招集あいさつ－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第４  町長より議会招集の挨拶をお願いします。  

 小園町長。  

（町長  小園拓志君  登壇）    

○町長（小園拓志君）   議員の皆さまにおかれましては、お忙しい中にもかかわらず、ご

参集を賜り、令和７年第４回御代田町議会定例会が開会できますことに、心から感

謝を申し上げます。  

 現在、町が抱える公共交通の課題として、高齢者の通院・買い物の移動手段の確

保及び高齢者の運転免許証自主返納後の移動手段の確保、子どもの習い事の送迎の

負担感などが挙げられます。中でも、タクシー事業は、町でタクシー利用助成事業

を実施しておりますけれども、運転手の担い手不足等により、需要に対して供給が
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十分でないといった課題があります。こうした課題を解消し、今後の町の公共交通

全体の在り方について考えていかなければなりません。  

 町民の方々の移動に関する利便性を向上させ、通院・買い物・習い事などの送迎

をもっと気軽にしていただくため、自家用車を活用した御代田町公共ライドシェア

の実証運行を１２月１日から実施してまいります。  

 利用の料金でありますけれども、町内一律、お１人４００円で利用できます。高

校生以下と障がいのある方、そして、その介助者は半額の２００円で利用できます。  

 乗車には、予約が必要となります。アプリからの予約、またはコールセンターを

通じた電話の予約をしていただきます。  

 実証運行は、今までタクシーに頼っていた部分を補い、既存の公共交通の空白を

埋めることができているかなど、事業の効果を検証し、今後、町の地域公共交通計

画に反映してまいりますので、多くの皆様のご利用をお願い申し上げます。  

 なお、この事業は、国の交通空白解消緊急対策事業補助金を活用しており、制度

の関係から、来年１月３１日までは補助事業として実施してまいります。２月以降

は、町単独事業として６月まで実施する予定で、今回の補正に事業費を計上させて

いただいております。  

 続いて、町内企業に対する支援制度の拡充についてであります。  

 御代田町工業振興条例及び御代田町商工業振興条例については、昨年度、制度改

正し、町内企業が実施した設備投資への財政支援を拡充しました。  

 従前は、設備投資に係る固定資産税について、全額または一部を３年間補助する

支援となっておりました。１年目が１００％、２年目が７０％、３年目が５０％で

あります。企業にとっては、補助が受けられるのが翌年でありまして、また、補助

金の収入は法人税等の課税の対象となります。町からの支援が実質目減りするなど

の課題がございました。そのため、支援内容を改め、今年１月２日以降の設備投資

分については、固定資産税を３年間全額課税免除し、税負担を大幅に軽減する支援

としました。  

 なお、令和７年１月１日以前の設備投資分については、従来どおりの補助金交付

となり、支援措置がしばらく２種類存在する形となりますので、申請の際は、設備

投資の実施時期にご注意ください。  

 町内企業の皆様におかれましては、当該支援制度を十分活用いただき、事業のさ
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らなる発展につなげていただければなと思います。  

 さて、本定例会に提案させていただきました案件は、人事案２件、事件案３件、

条例案５件、補正予算案５件、報告１件の計１６件であります。  

 人事案の２件について申し上げます。  

 １件目の固定資産評価審査委員会委員の選任については、地方税法の規定に基づ

き、当町は３名の委員を選任しておりますが、そのうち１名の任期が１２月３１日

をもって満了となるため、同委員の選任について議会の同意をお願いするものです。  

 ２件目の教育委員会委員の任命については、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の規定に基づき、任命しております教育委員について任期が満了となるため、

委員の任命について議会の同意をお願いするものです。  

 続きまして、事件案の３件についてでありますが、浅ろく水道企業団規約の変更

については、浅ろく水道企業団の組織強化を図ることを目的に、新たに企業長の職

務を代理するため、副企業長を設置するものです。  

 第６次御代田町長期振興計画基本構想案については、町の特性や町民の意識と期

待、時代変化の方向等を総合的に勘案し、目指す将来像と施策の方針等を示した令

和８年度から１０年間の基本構想となっております。議会の議決に付すべき事件に

関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。  

 令和７年度  県補助  ＧＩＧＡスクール構想一人一台端末購入契約については、

中学校の学習用端末を長野県の共同調達により購入するものであります。議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議

会の議決を求めるものです。  

 条例案の５件のうち、１件目の御代田町犯罪被害者等支援条例の制定案について

は、犯罪被害者等支援の基本理念を示し、町の責務や町民・事業者の役割を明確に

するものです。あわせて、二次被害の防止や相談支援、生活再建の支援など、基本

的な施策を定め、犯罪被害者等の早期回復と権利利益の保護を総合的に進めます。

これらの取り組みを通じて、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指すため

に制定するものであります。  

 また、２件目の御代田町公共ライドシェア実証運行に関する条例の制定案につい

ては、御代田町において公共ライドシェア実証運行を実施し、町民の日常生活に必

要な交通手段を確保することで町内の交通空白地域の解消を図るものとし、もって
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多くの町民にとって暮らしやすいまちづくりの推進に資することを目的として、条

例を制定するものであります。  

 続いて、補正予算案５件について申し上げます。  

 令和７年度一般会計補正予算案（第５号）は、歳入歳出それぞれ３ ,０８２万円

を増額し、合計１００億４ ,２０９万円とするものであります。  

 歳入では、国庫負担金につきましては、子どものための教育・保育給付費負担金

に お い て 、 私 立 保 育 園 の 休 止 及 び 私 立 保 育 園 の 入 園 児 童 の 増 減 等 に よ り

１ ,２００万円の減額、障害者自立支援給付費負担金において、給付対象者の増加

による４６４万円の増額により、あわせて７３６万円の減額を計上しました。  

 また、国庫補助金においては、子ども・子育て支援交付金において、人件費分の

交付決定見込みなどにより２ ,７４４万円の増額、道路メンテナンス事業──これ

は橋梁でありますけれども、源平橋、軽井沢大橋の補修工事に係る交付金の額の確

定による１ ,００２万円の減額等により、１ ,７６８万円の増額を計上しました。  

 寄附金につきましては、東京都八丈町及び青ヶ島村において、本年１０月の豪雨

災害により被災したため、早期の復興の一助となるよう両町村に代わり、御代田町

において災害支援代理寄附の業務を開始したところであります。寄附見込額

１ ,０００万円の増額を計上いたしました。  

 繰入金につきましては、ふるさと創生基金の充当先である町単独道路新設改良事

業費の減額により、４ ,１５０万円の減額を計上しました。  

 町債につきましては、道路メンテナンス事業──これも橋梁についてであります

が、公共事業等債７４０万円の減額、町単独道路新設改良事業の事業精査により緊

急自然災害防止対策債１ ,５１０万円の減額、蟻ヶ沢水源クリプト対策紫外線処理

施設整備工事に係る一般会計出資債６ ,７５０万円の増額を計上しました。  

 歳出では、総務管理費でふるさと納税災害支援代理寄附金９８０万円の増額、こ

れは先ほども申し上げた八丈町及び青ヶ島村に対するものです。また、令和８年度

新規職員用パソコンの購入費５８０万円の増額、公共ライドシェア実証運行委託料

は、今回の補正予算で債務負担行為をお願いしております令和８年２月から６月ま

で の 町 単 独 事 業 と し て 実 施 す る 令 和 ７ 年 度 分 ２ １ ５ 万 円 の 増 額 等 に よ り

２ ,２２０万円の増額を計上しました。  

 社会福祉費では、障害者自立支援給付金の利用者の増加による９２８万円の増額、
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これは自立訓練でありますとか施設入所支援等に当たります。また、後期高齢者医

療 給 付 費 の 令 和 ６ 年 度 負 担 金 総 額 の 確 定 に よ る ８ ０ ９ 万 円 の 増 額 等 に よ り

１ ,５２５万円の増額を計上しました。  

 児童福祉費では、私立保育園の休止による地域型保育給付費３ ,５９２万円の減

額、私立保育所委託料において、入園時の変動及び給付加算率の増加による

１ ,９６４万円の増加等により１ ,３１７万円の減額を計上しました。  

 保健衛生費では、蟻ヶ沢水源クリプト対策紫外線処理施設整備工事に係る御代田

小沼水道事業会計への繰出しとして、６ ,７５０万円を計上しました。これは先ほ

ど申し上げた一般会計出資債で借りたお金を水道事業会計のほうに繰り出すという

中身であります。  

 道路橋梁費では、町単独道路改良工事において、普賢寺周辺排水路整備及び向原

西ノ畑線道路改良工事に係る事業用地の取得に不測の日数を要し、令和７年度内で

の完了が見込めないことから令和８年度発注とするため４ ,１５０万円の減額、源

平橋補修工事に係るしなの鉄道への工事委託料１ ,５００万円の減額、緊急自然災

害防止対策事業上ノ林大久保線等の事業費の精査による１ ,１８０万円の減額等に

より６ ,１３０万円の減額を計上しました。  

 特別会計について、国民健康保険事業勘定特別会計では、保険給付費等交付金償

還金の計上による４６万円の増額補正を、介護保険事業勘定特別会計では、保険給

付費の減による１ ,５４５万円の減額補正を計上しました。  

 また、公営企業会計では、御代田小沼水道事業において、蟻ヶ沢水源クリプト対

策紫外線処理施設整備工事費１億８ ,７００万円の増額、御代田水道事業において

令和６年度事業資産が確定したため会計処理上の補正を計上したほか、国の補正予

算にあわせた令和８年度事業の前倒しを実施することで当初予算配分と比較して有

利 に 補 助 事 業 が 執 行 で き る た め 、 西 軽 井 沢 団 地 の 下 水 道 管 更 新 工 事 費 １ 億

５ ,９５０万円の増額を計上しました。  

 また、報告事項の意見につきましては、令和７年度御代田町土地開発公社第１回

事業変更計画及び第２回補正予算についてでございます。  

 以上、概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれ担当課長が説明

いたしますので、ご審議いただき、原案どおりのご採決を頂けますようお願い申し

上げまして、令和７年第４回御代田町議会定例会招集の挨拶とさせていただきます。
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よろしくお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   これより議案を上程します。  

 

－－－日程第５  議案第９４号  固定資産評価審査委員会委員の選任について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第５  議案第９４号  固定資産評価審査委員会委員の選任

についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀総務課長。  

（総務課長  内堀岳夫君  登壇）    

○総務課長（内堀岳夫君）   議案書４ページをご覧ください。  

 議案第９４号  固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいから、地方 税法第

４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。  

 記としまして、氏名、髙山頼剛氏です。  

 住所及び生年月日は議案書記載のとおりです。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 当町は、地方税法の規定に基づき、固定資産税課税台帳に登録された評価価格に

関する不服申立て等を審査決定するために、３名の固定資産評価審査委員を選任し

ております。そのうち１名の任期が本年１２月３１日をもちまして満了となるため、

髙山氏を再任するものです。  

 髙山氏は、平成２６年１月１日から現在まで本委員に選任されており、学識経験

も豊富であるため、引き続き、５期目の選任について議会の同意をお願いいたしま

す。  

 同意を頂けましたら、新たな任期は令和８年１月１日から令和１０年１２月

３１日までの３年間となります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第６  議案第９５号  教育委員会委員の任命について－－－    
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○議長（内堀喜代志君）   日程第６  議案第９５号  教育委員会委員の任命についてを議

題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀総務課長。  

（総務課長  内堀岳夫君  登壇）    

○総務課長（内堀岳夫君）   議案書５ページ、ご覧ください。  

 議案第９５号  教育委員会委員の任命について  

 下記の者を教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。  

 記としまして、氏名、市川和明氏です。  

 住所及び生年月日は、議案書記載のとおりです。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 本案につきましては、本年１２月１４日をもって教育委員会委員の任期が満了と

なるため、市川氏の再任をお願いするものです。  

 市川委員は、令和３年１２月に就任以来、御代田町教育行政の発展にご尽力いた

だいております。これまで長年にわたって教育現場でご活躍された学校教育と特別

支援教育について経験が豊富であるため、引き続き、２期目の任命について、議会

の同意をお願いいたします。  

 議会の同意が頂けましたら、任期は令和７年１２月１５日から令和１１年１２月

１４日までの４年間となります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第７  議案第９６号  浅ろく水道企業団規約の変更について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第７  議案第９６号  浅ろく水道企業団規約の変更につい

てを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    
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○建設水道課長（金井英明君）   議案書の６ページをご覧ください。  

 議案第９６号  浅ろく水道企業団規約の変更について  

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、浅ろく水道企業団規約を別紙のとお

り変更する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 こちらは、浅ろく水道企業団の組織強化を図ることを目的として、企業長の職務

を代理する副企業長の職を新たに設置するものでございます。  

 ７ページは、改め文です。  

 御代田町の当規約においては、題名及び第１条中にある「浅ろく」の「ろく」が

平仮名のままとなっているため、漢字に改めます。  

 また、第８条で、副企業長を新たに設置するものと定め、副企業長は企業長以外

の組織市町の長を充てるとしております。  

 附則として、この規約は令和８年４月１日から施行する。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第８  議案第９７号  第６次御代田町長期振興計画基本構想案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第８  議案第９７号  第６次御代田町長期振興計画基本構

想案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   それでは、議案書１０ページをご覧ください。  

 議案第９７号  第６次御代田町長期振興計画基本構想案について  

 御代田町議会の議決に付すべき事件に関する条例第２条の規定により、第６次御

代田町長期振興計画基本構想について、別冊のとおり議会の議決を求める。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 １１ページをご覧ください。  



１２ 

 １の概要でございます。  

 現行の第５次長期振興計画、こちらの後期基本計画で、計画期間が令和３年度か

ら令和７年度までの５か年計画となっておりまして、今年度が最終年度ということ

になります。  

 そのため、令和６年度と令和７年度の２か年で次期計画である第６次長期振興計

画の策定を進めているところでございます。  

 このたび、長期振興計画基本構想案について、本年１０月２９日に御代田町長期

振興計画審議会で諮問し、１１月７日に審議会から「適当である」旨の回答を頂き

ましたので、内容についてご説明いたします。  

 ２の第６次御代田町長期振興計画の構成でございますが、長期振興計画は、町が

策定する総合的な計画で、町の最上位計画と位置づけられております。  

 現行の第５次計画までは、「基本構想」・「基本計画」の２部構成でございまし

たが、第６次計画においては、「基本構想」・「基本計画」に加え、国の「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえた人口減少対策のための計画である「総合戦

略」を加えた３部構成としております。  

 続いて３、計画期間についてです。  

 （１）基本構想につきましては、令和８年度から令和１７年度の１０年間につい

て、町の特性や町民の意識と期待、時代変化の方向性を総合的に勘案し、目指す将

来像と、それを実現するための基本目標及び基本施策の方針等を示したものでござ

います。  

 次に、（２）前期基本計画は、基本構想の前半となる令和８年度から令和１２年

度の５年間について、基本構想に基づき、今後推進するべき主要施策を行政の各分

野にわたって体系的に示したものでございます。また、分野ごとに今後５年間で目

指すべき目標指標を定めております。  

 続いて、（３）の国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえ、御代田町

における人口減少対策を示すものでございます。  

 本件で上程させていただきましたのは、議決案件である基本構想についてです。  

 なお、前期基本計画は、現在、課を横断した専門部会において策定中であり、参

考資料として１６ページ、１７ページに添付させていただきました。  

 総合戦略とあわせて、案が固まった段階で議会全員協議会において説明する機会
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を設けさせていただきます。  

 それでは、１３ページからの基本構想をご覧ください。  

 まず、０、これまでとこれからでございます。  

 こちらは、本町はこれまで、豊かな自然環境、子育てや暮らしやすさといった強

み、先人の皆様の努力により、第３次長期振興計画から超長期目標として「２万人

公園都市構想」を掲げ、計画行政の下、まちづくりを推進してきた結果、令和７年

１１月１日時点で、住民基本台帳の数値でございますが、人口が１万６ ,８８３人

となりました。  

 しかし、全国的な少子高齢化の影響は、最新の人口推計では令和１７年度以降、

当町においても人口減少へ転じる見通しでございます。これまでの「人口増加を前

提としたまちづくり」から、今後の人口減少社会を見据えた「持続可能なまちづく

り」への転換が求められております。人口増加を諦めたわけではなく、到来する人

口減少社会に事前に備えていこうというわけでございます。こうした状況を踏まえ、

第６次長期振興計画において将来像を掲げております。  

 下のグラフは、旧役場庁舎跡地の大規模宅地開発等を加味したものとなっており

まして、令和１７年をピークに、以後、減少に転じるといったグラフになっており

ます。  

 次の１４ページをご覧ください。  

 こちらは基本構想になります。  

 １、まちの将来像でございます。「未来へつなぐ  サステナブルタウン  御代

田」を掲げております。  

 「未来へつなぐ」は、地域の人々の思いを次世代へつなぐ継承性、「サステナブ

ル」は「持続可能な」という意味でございます。環境・経済・社会のバランスが取

れた持続可能なまちの実現を表現しております。豊かな自然環境、子育てや暮らし

やすさといった本町の強みを活かしながら、誰もが活躍できる、安心して住み続け

られるまちを目指す姿勢を、将来像に込めております。  

 ２、まちづくりの理念でございますが、今後１０年間の施策の共通理念として位

置づけ、３つの理念を掲げております。  

 理念１、多様性を認め合う共生のまちは、「移住者の受入れ力」と「地の人との

融和」は、お互いにコミュニケーションを図ることが人口構成の多様化の上では、
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今後の町の強みにもなっていくことを理念としております。  

 理念２、変化に強く、心地よく暮らせるまちは、災害・気候変動に対応したイン

フラ整備の構築を理念としております。  

 理念３、帰ってきたくなるまちは、将来人口減少社会を見据えていますが、人口

増加を諦めたわけではございません。移住・定住対策を進めていく上で、移住の核

となるのは「Ｕターン促進」です。また、町内企業とのコミュニケーションをこれ

まで以上に図っていくことで、生活と仕事が調和し、人が根付き、「帰ってきたく

なるまち」の形成を目指すことを理念としております。  

 次の１５ページをご覧ください。  

 ３、１０年後に目指す基本目標（施策の大綱）でございます。  

 先ほどのまちの将来像に基づき、３つの理念を全施策の共通理念として位置づけ、

６つの基本目標を設定し、１０年間取り組んでいくこととしております。  

 まず１、安心・安全な暮らしのまち。こちらは、全ての町民が暮らしの中で安心

を感じられるよう、多様化する災害リスク、生活課題に対応したインフラ整備に取

り組んでまいります。  

 ２、次世代を育む教育と文化のまち。こちらは、子どもたちの教育環境の整備、

生涯学習の機会と文化に触れる機会の充実、人材の育成を推進してまいります。  

 ３、活力ある地域経済と働く環境のまち。農業・商業・観光などの振興と多様な

働き方に対応した就業環境の整備を進め、地元で働き、地元で暮らし続けられる町

を目指した基盤づくりを推進してまいります。  

 ４、快適で環境にやさしいまち。こちらは、当町の美しい景観と機能的な都市基

盤の整備を進めてまいります。また、気候変動や猛暑などの新たな課題に対応し、

持続可能な暮らしの環境を整えてまいります。  

 ５、ともに支え合い築くまち。地域で支える医療・福祉社会を構築し、世代や立

場を超えて支え合える地域社会の実現を目指します。また、子どもも高齢者も障が

い者も誰もが平等で生きがいをもって生活できる環境を整備してまいります。  

 ６、信頼と協働による行政経営のまち。健全な財政運営、柔軟で戦略的な行政体

制を構築します。また、町民との対話や参画を大切にし、分かりやすい情報発信を

通じて、町民と信頼でつながる行政経営を実現してまいります。  

 以上が、基本構想の部分になります。  
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 １６ページ以降は、前期５年間の基本計画案を掲載しております。  

 こちらは、先ほどの６つの基本目標をさらに細分化しまして、目標達成のための

各分野の施策を掲げております。  

 現在、分野ごとの専門部会で今検討しているところでございます。  

 また、５年間の重点的な取り組みとして、４つのプロジェクトについて、課を横

断して取り組んでいくものでございます。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第９  議案第９８号  令和７年度  県補助  ＧＩＧＡスクール構想  

一人一台端末購入契約について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第９  議案第９８号  令和７年度  県補助  ＧＩＧＡス

クール構想一人一台端末購入契約についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部教育次長。  

（教育次長  阿部晃彦君  登壇）    

○教育次長（阿部晃彦君）   議案書１８ページをご覧ください。  

 議案第９８号  令和７年度  県補助  ＧＩＧＡスクール構想一人一台端末購入契

約について  

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

基づき、長野県の共同調達業務による令和７年度  県補助  ＧＩＧＡスクール構想

一人一台端末購入契約について、下記により請負契約を締結するため、地方自治法

第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。  

 記といたしまして  

 １．契約の目的  令和７年度  県補助  ＧＩＧＡスクール構想一人一台端末購入。  

 ２．契約の方法  随意契約。  

 ３．契約の金額  ２ ,２８２万２ ,８００円。  

 ４．契約の相手方  長野県松本市大字和田４０１０番１０  

          キッセイコムテック株式会社  

          公共・医療ソリューション事業部長 伊藤嘉春氏でございます。 
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令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 本契約ですが、ＧＩＧＡスクール構想に基づき、小中学校に導入している一人一

台端末のうち、中学校分４９４台について入替えを実施するものでございます。  

 長野県の共同調達事業に参加しており、県が公募型プロポーザル方式で決定した

請負人及び金額で、１０月２０日に仮契約を締結しました。納期は、来年の１月

３０日です。１９ページが仮契約書の写しとなっております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１０  議案第９９号  御代田町犯罪被害者等支援条例の  

制定案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１０  議案第９９号  御代田町犯罪被害者等支援条例の

制定案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀総務課長。  

（総務課長  内堀岳夫君  登壇）    

○総務課長（内堀岳夫君）   議案書２０ページをご覧ください。  

 議案第９９号  御代田町犯罪被害者等支援条例の制定案について  

 御代田町犯罪被害者等支援条例を制定する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 本条例の制定につきましては、犯罪被害者等基本法の規定に基づき、犯罪被害者

等支援に関する基本理念を定め、町の責務、町民等及び事業者の役割を明らかにす

るとともに、犯罪被害者等支援の施策について基本的な事項を定め、犯罪被害者等

が受けた被害の早期回復と生活の再建及び権利利益の保護を図り、誰もが安心して

暮らすことができる地域社会の実現を目指すために新たに条例を制定するものです。  

 議案書の２１ページから２４ページが制定案となります。  

 第１条では目的を、第３条では基本理念、第１１条から第１３条では日常生活や

住居及び経済的な支援について規定をしております。  



１７ 

 附則としまして、公布の日から施行としております。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１１  議案第１００号  御代田町公共ライドシェア実証運行に関する  

条例の制定案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１１  議案第１００号  御代田町公共ライドシェア実証

運行に関する条例の制定案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   それでは、議案書２５ページをご覧ください。  

 議案第１００号  御代田町公共ライドシェア実証運行に関する条例の制定案につ

いて  

 御代田町公共ライドシェア実証運行に関する条例を制定する条例を、別紙のとお

り提出する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２６ページをご覧ください。  

 １２月１日から実施を予定しております公共ライドシェアの実証運行は、住民が

公共交通の担い手となり、自家用車で運送を行うものです。これにより、タクシー

やバスの既存の公共交通の空白を埋め、タクシーで頼っていた部分を公共ライドシ

ェアで補うことができれば、町民の日常生活に必要な交通手段の確保につながりま

す。公共ライドシェアが鉄道・バス・タクシーに加え、新たな公共交通として町に

どのような効果をもたらすのか、結果を十分に分析するため実証運行を実施いたし

ます。  

 実施に当たり、条例を制定するものでございます。  

 第１条、目的でございます。町民の日常生活に必要な交通手段を確保することで

町内の交通空白地域の解消を図り、町民にとって暮らしやすいまちづくりの推進に

することを目的としております。  



１８ 

 第２条、定義です。公共ライドシェアの定義を規定しております。  

 第３条、実施主体でございます。御代田が実施主体となっております。第２項に

示した業務について委託することができるという規定になっております。  

 第４条、運行内容です。こちらは、同条例の施行規則で運行区域を町内全域、運

休日は日曜日・祝日、また、年末年始に当たる１２月２７日から１月４日までを運

休日と規定しております。  

 第５条、利用対象者、町内に住所を有する者としております。  

 第６条、運賃ですが、こちらも同条例の施行規則で、一般利用者４００円、高校

生以下及び障がい者とその介助者は半額の２００円と規定しております。  

 第７条、利用者の責務。  

 第８条、利用方法ですが、こちらも条例の施行規則のほうで乗車日の２日前から

利用する時刻の１時間前までにウェブサイト、いわゆるアプリとコールセンターを

通じて予約することができるということを規定しております。  

 ２７ページをご覧ください。  

 第９条、損害賠償です。  

 第１０条、委任規定となっております。  

 附則としまして、施行日を令和７年１２月１日としております。  

 また、準備行為としまして、この条例を施行するために必要な準備行為は、この

条例の施行の日前においても行うことができると規定しております。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これから議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。討論はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから議案第１００号を採決します。  

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。  

（賛成者挙手）    



１９ 

 挙手多数です。よって、議案第１００号  御代田町公共ライドシェア実証運行に

関する条例の制定案については、原案のとおり可決されました。  

 

－－－日程第１２  議案第１０１号  御代田町営駐車場条例の一部を改正する条例案  

について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１２  議案第１０１号  御代田町営駐車場条例の一部を

改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   議案書２８ページをご覧ください。  

 議案第１０１号  御代田町営駐車場条例の一部を改正する条例案について  

 御代田町営駐車場条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 御代田駅北駐車場及び御代田駅西駐車場の月極駐車料金は、市場価格や周辺地域

に比べ安価になっております。また、駐車場システムの委託を含めた維持管理費は、

物価高騰や人件費の高騰により、使用料でまかなえない状況となっております。加

えて、不動産事業者の駐車場代の設定では、町の駐車料金が安いと思いながらも町

の月極料金を参考にしているということで、民間事業者にも影響が出ているといっ

た状況にあります。  

 そのため、近隣自治体の公営駐車場の状況を調査し、検討した結果、月極駐車料

金を現行の「１月当たり３ ,０００円」から「１月当たり５ ,０００円」に料金改定

をする一部改正案でございます。  

 なお、一般利用の時間料金については、改正はございません。  

 ２９ページをご覧ください。  

 御代田町営駐車場条例の一部を次のように改正する。  

 別 表 第 ２ 中 「 年 ３ 万 ６ , ０ ０ ０ 円 」 を 「 年 ６ 万 円 」 に 、 「 １ 月 当 た り

３ ,０００円」を「１月当たり５ ,０００円」に改める。  

 附則として、施行日を令和８年４月１日としております。  



２０ 

 ３０ページは、新旧対照表でございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１３  議案第１０２号  御代田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育  

事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１３  議案第１０２号  御代田町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例案

についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林町民課長。  

（町民課長  小林達佳君  登壇）    

○町民課長（小林達佳君）   議案書３１ページをご覧ください。  

 議案第１０２号  御代田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例等の一部を改正する条例案について  

 御代田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例等の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ３２ページの改正案をご覧ください。  

 本条例案は、児童福祉法第３３条の１０の改正に伴い、保育所等の職員等による

児童への虐待に関する通報義務等が創設されたこと──同法第１８条の２７により、

国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度が一般制度化されたこ

とに伴い、関連する条例の一部を改正するもので、３条立てて改正いたします。  

 第１条で、御代田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正として、児童福祉法第３３条の１０の改正に伴う一

部改正。  

 第２条で、御代田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正として、児童福祉法第１８条の２７及び第３３条の１０の改正に

伴う一部改正。  



２１ 

 第３条で、御代田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正として、児童福祉法第３３条の１０及び第１８条の２７の改正に伴う

一部改正をするものでございます。  

 議案書３４ページからは、新旧対照表となります。  

 ３４ページから３６ページが第１条関係、３７ページから３８ページが第２条関

係、３９ページから４０ページが第３条関係の新旧対照表となります。  

 附則としまして、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は令和７年１０月

１日から適用するものとしております。  

 説明は以上となります。ご審議のほどお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１４  議案第１０３号  御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する  

基準を定める条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１４  議案第１０３号  御代田町家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてを議題とし

ます。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林町民課長。  

（町民課長  小林達佳君  登壇）    

○町民課長（小林達佳君）   議案書４１ページをご覧ください。  

 議案第１０３号  御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案について  

 御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ４２ページの改正案をご覧ください。  

 本条例案は、議案第１０２号でご説明させていただきました御代田町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

する条例案と同様に、児童福祉法の一部改正による保育所等の職員等による児童虐



２２ 

待の通報義務及び地域限定保育士制度の一般制度化による改正、また、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令の一部改正に伴い、本

条例の一部を改正するものです。  

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令の一部改

正では、家庭的保育事業利用乳幼児の健康診断について、乳幼児に対する健康診断

が行われた場合で、その内容が保育所等の利用開始時の健康診断の全部又は一部に

相当すると認められるときは、当該健康診断の全部又は一部を行わずに、それらの

健康診断等の結果を把握することで健康診断に代えることとする改正が行われたこ

とに伴い、本条例の一部改正をするものです。  

 議案書４４ページからは、新旧対照表です。  

 附則としまして、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は令和７年１０月

１日から適用するものとしております。  

 説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 この際、暫時休憩します。再開はブザーにてお知らせします。  

（午前１１時０１分）  

（休   憩）    

（午前１１時１４分）  

○議長（内堀喜代志君）   休憩前に引き続き本会議を再開します。  

 

－－－日程第１５  議案第１０４号  令和７年度御代田町一般会計補正予算案（第５号）  

について－－－  

○議長（内堀喜代志君）   日程第１５  議案第１０４号  令和７年度御代田町一般会計補

正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   それでは、議案書４９ページをご覧ください。  

 議案第１０４号  令和７年度御代田町一般会計補正予算案（第５号）について  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度御代田町一般会計補正予



２３ 

算案（第５号）を、別冊のとおり提出する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 続きまして５１ページをご覧ください。  

 令和７年度御代田町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３ ,０８２万１ ,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００億４ ,２０８万９ ,０００円と

する。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （債務負担行為の補正）  

 第２条  債務負担行為の追加は、「第２表  債務負担行為補正」による。  

 （繰越明許費）  

 第３条  地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第３表  繰越明許費」による。  

 （地方債の補正）  

 第４条  地方債の変更は、「第４表  地方債補正」による。  

 次の第１表  歳入歳出予算補正につきましては、議案書とは別になります。資料

１をご覧ください。資料１の令和７年度一般会計補正予算（第５号）内容の資料で

ございます。  

 まず、歳入から説明をさせていただきます。  

 款１５国庫支出金、項１国庫負担金は、補正額７３６万円の減額をお願いいたし

ます。障害者自立支援給付費負担金は、サービスの利用者の増加により４６４万

１ ,０００円の増額。一方で、私立保育園の休止による施設型保育給付費の減額に

より、子どものための教育・保育給付費負担金１ ,２００万１ ,０００円の減額を計

上しております。  

 その下、項２国庫補助金は、補正額１ ,７６８万１ ,０００円の増額をお願いいた

します。子ども家庭センター人件費分について、交付決定の見込めたことなどによ

り２ ,７４４万６ ,０００円の増額。  



２４ 

 道路メンテナンス橋梁補修事業において、源平橋・軽井沢大橋の補修工事の交付

金額が確定したため、１ ,００２万１ ,０００円の減額等を計上しております。  

 続いて、款１６県支出金、項２県補助金は、国庫補助金で計上した子育てのため

の施設等利用給付金など６８０万３ ,０００円の増額を計上しております。  

 続いて、款１８寄附金は、東京都八丈町及び青ヶ島村において、令和７年１０月

の豪雨災害により被災したため、早期の復興の一助となるよう、両町村に代わって

御 代 田 町 に お い て 災 害 支 援 代 理 寄 附 の 業 務 を 開 始 し ま し た 。 寄 附 見 込 額

１ ,０００万円の増額をお願いいたします。  

 続きまして、款１９繰入金、項１基金繰入金は、ふるさと創生基金の充当先であ

る町単独道路新設改良事業の減額により４ ,１５０万円の減額をお願いいたします。  

 款２２町債は、４ ,５００万円の増額をお願いいたします。蟻ヶ沢水源クリプト

対策紫外線処理施設整備工事に係る一般会計出資債６ ,７５０万円の増額、また、

緊急自然災害防止対策債は上ノ林大久保線等の災害復旧事業費の精査により

１ ,５１０万円の減額。公共事業等債は、道路メンテナンス事業橋梁補修工事の交

付金額の確定により、７４０万円の減額をそれぞれ計上しております。  

 歳入合計補正額３ ,０８２万１ ,０００円となっております。  

 次の２ページをご覧ください。  

 歳出になります。  

 主なものについて説明いたします。  

 まず、款２総務費、項１総務管理費は、２ ,２１９万８ ,０００円の増額で、こち

ら、ふるさと納税災害支援代理寄附金で寄附額１ ,０００万円のうち、手数料等の

経費を差し引いた９８０万９ ,０００円を八丈町と青ヶ島へ送るものでございます。  

 また、令和８年度新規採用職員用パソコンの購入費として５８０万８ ,０００円

の増額。  

 公共ライドシェア実証運行町単独分の令和７年度支出分を計上させていただいて

おります。このライドシェアにつきましては、債務負担行為のところでも説明させ

ていただきます。  

 続いて、款３民生費、項１社会福祉費は、１ ,５２４万６ ,０００円の増額で、障

害者自立支援給付費のサービスを利用する方の増加により９２８万２ ,０００円の

増額及び後期高齢者医療給付費の令和６年度負担金総額の確定による８０９万
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７ ,０００円の増額などを計上しております。  

 その下の項２児童福祉費は、１ ,３１７万４ ,０００円の減額で、私立保育園の休

止による地域型保育給付費３ ,５９２万３ ,０００円の減額、私立保育園の入園児童

の変動などによる私立保育所保育委託料１ ,９６４万円の増額、町外の私立幼稚園

への通園による負担金として５１８万６ ,０００円の増額などを計上しております。  

 続いて、款４衛生費、項１保健衛生費は、６ ,７３５万６ ,０００円の増額で、蟻

ヶ沢水源クリプト対策紫外線処理施設整備工事に係る御代田小沼水道事業会計への

繰出金として、６ ,７５０万円の増額を計上しております。  

 続いて、款８土木費、項２道路橋梁費は、６ ,１３０万円の減額で、町単独道路

改良舗装工事において、普賢寺周辺排水路整備及び向原西ノ畑線道路改良工事に係

る事業用地の取得に不測の日数を要するため、令和７年度内の完了が見込めないこ

とから、令和８年度発注とするため、４ ,１５０万円の減額、源平橋補修工事に係

るしなの鉄道への工事委託料１ ,５００万円の減額、緊急自然災害防止対策事業上

ノ林大久保線等の事業費の精査による１ ,１８０万円の減額をそれぞれ計上してお

ります。  

 ３ページをご覧ください。  

 款１４予備費は、７１２万８ ,０００円を増額しまして、歳入歳出調整をし、歳

入歳出補正額３ ,０８２万１ ,０００円となっております。  

 議案書に戻っていただきまして、議案書の５５ページをお願いいたします。  

 第２表  債務負担行為補正でございます。  

 こちら追加します。事項、町単  公共交通実証運行委託料、期間、令和７年度か

ら令和８年度まで、限度額４７２万４ ,０００円でございます。こちらは、公共ラ

イドシェア実証運行について、国庫補助事業「交通空白」解消緊急対策事業を活用

しますが、制度上１月３１日まで実施し、２月以降の実証運行は町単独事業で実施

したいと考えております。２月から６月までを期間とし、総事業費６８７万

２ ,０００円のうち、令和７年度の事業費２１４万８ ,０００円を今回の補正で委託

料として計上させていただきました。残りの４７２万４ ,０００円を令和８年度の

事業費として債務負担行為により実施するものでございます。  

 続きまして、５６ページをお願いいたします。  

 第３表  繰越明許費でございます。  
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 款２総務費、項１総務管理費、戸籍附票システム標準化・共通化対応事業は、

６５３万４ ,０００円を繰り越します。システムベンダーの標準化対応に遅れが生

じておりまして、令和７年度中の標準化移行が完了せず、令和８年度の移行完了と

なるためでございます。  

 続いて、款６農林水産業費、項３農地費、雪窓湖遊歩道整備事業は３ ,０００万

円を繰り越します。設計において関係各所との調整に不測の日数を要するためでご

ざいます。  

 款８土木費、項２道路橋梁費、都市再生整備計画事業は４億４ ,８８０万円を繰

り越します。主に東原西軽井沢線の電線共同溝設置工事になります。今年度中に発

注予定でありますが、工期を十分に設け、受注者を確保する必要があるためでござ

います。  

 続いて、５７ページをお願いいたします。  

 第４表  地方債補正です。  

 変更します。まず、公共事業等債は、国庫補助道路メンテナンス事業に係る源平

橋補修工事について、しなの鉄道への工事委託料の精査により、事業費が減額とな

ったため７４０万円を減額し、補正後の限度額を４億１ ,６９０万円とするもので

ございます。  

 続いて、緊急自然災害防止対策事業債は、上ノ林大久保線、戻場北側線、児玉荒

町線の災害復旧工事費の精査により工事費が減額となったため、１ ,５１０万円を

減額し、補正後の限度額を５ ,７００万円とするものでございます。  

 続いて、水道事業債は、蟻ヶ沢水源クリプト対策紫外線処理施設整備工事に係る

補助裏の２分の１に当たる６ ,７５０万円を財源とするため増額し、補正後の限度

額を７ ,６５０万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につ

いては変更ありません。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１６  議案第１０５号  令和７年度御代田町国民健康保険事業勘定  

特別会計補正予算案（第３号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１６  議案第１０５号  令和７年度御代田町国民健康保



２７ 

険事業勘定特別会計補正予算案（第３号）についての議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀保健福祉課長。  

（保健福祉課長  内堀浩行君  登壇）    

○保健福祉課長（内堀浩行君）   議案書の７３ページをお願いいたします。  

 議案第１０５号  令和７年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算案

（第３号）について  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算案（第３号）を、別冊のとおり提出する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ７５ページをお願いいたします。  

 令和７年度御代田町国民健康保険（事業勘定）特別会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４５万５ ,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億６ ,９３４万７ ,０００円とする。  

 第２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 ７６ページをお願いいたします。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 まず、歳入でございます。  

 款４県支出金、項１県補助金４５万５ ,０００円の増額は、一般被保険者療養費

の増加に伴う補正で、前年度より増加傾向にあるのにあわせ、海外療養費の増額が

あったため補正するものであります。補助率は１０分の１０であります。  

 歳入合計４５万５ ,０００円の増額補正です。  

 ７７ページをお願いいたします。  

 歳出でございます。  

 款２保険給付費、項１療養諸費４５万６ ,０００円の増額補正であります。説明

については、先ほどと同様の理由でございます。  
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 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算金８０４万２ ,０００円の増額は、令和

６年度保険給付費等交付金の返還額が確定したためによる補正でございます。  

 款７、項１予備費８０４万３ ,０００円の減額です。  

 歳出合計４５万５ ,０００円の増額補正です。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１７  議案第１０６号  令和７年度御代田町介護保険事業勘定  

特別会計補正予算案（第３号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１７  議案第１０６号  令和７年度御代田町介護保険事

業勘定特別会計補正予算案（第３号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀保健福祉課長。  

（保健福祉課長  内堀浩行君  登壇）    

○保健福祉課長（内堀浩行君）   議案書の８２ページをお願いいたします。  

 議案第１０６号  令和７年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案（第

３号）について  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計補正予算（第３号）を、別冊のとおり提出する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ８４ページをお願いいたします。  

 令和７年度御代田町の介護保険（事業勘定）特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１ ,５４５万２ ,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億２ ,３３８万９ ,０００円と

する。  

 第２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  



２９ 

 ８５ページをお願いいたします。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 まず、歳入でございます。  

 款４国庫支出金、項１国庫負担金３４０万９ ,０００円の減額でございます。保

険給付費に係る国庫負担金の補正で、在宅給付費分が負担割合２０％の４１万円の

増額に対し、施設給付費分が負担割合１５％の３８１万９ ,０００円の減額でござ

います。  

 項２国庫補助金は、３６万円の増額であります。令和７年度税制改正等に伴うシ

ステム改修に対する補助金で、補助率が２分の１でございます。  

 款５項１支払基金交付金６３２万円の減額補正であります。保険給付費に係る支

払基金交付金の補正で、在宅給付費分が交付割合２７％の５５万５ ,０００円の増

額に対し、施設給付費分が交付割合２７％の６８７万５ ,０００円の減額でござい

ます。  

 款６県支出金、項１県負担金４２０万円の減額は、保険給付費に係る県負担金の

補正で、在宅給付費分が負担割合１２ .５％の２５万７ ,０００円の増額に対し、施

設給付費分が負担割合１７ .５％の４４７万５ ,０００円の減額でございます。  

 款８繰入金、項１他会計繰入金、一般会計からの繰入れは１８８万３ ,０００円

の減額でございます。  

 歳入合計１ ,５４５万２ ,０００円の減額補正であります。  

 ８６ページをお願いいたします。  

 歳出でございます。  

 款１項１総務費７２万１ ,０００円の増額補正でございます。令和７年度の税制

改正等に伴うシステム改修費でございます。  

 款２項１保険給付費２ ,３４０万７ ,０００円の減額補正であります。施設介護

サービス給付費が２ ,５４６万６ ,０００円の減額に対しまして、介護予防サービス

給付費が２０５万９ ,０００円の増額となっております。前年度との推計で予算を

組んでおりますが、前年度と比べて施設利用者が減少し、在宅サービスの利用が増

加していることが伺えられます。  

 款３地域支援事業費、項１包括的支援事業・任意事業費１ ,０００円の増額補正

ですが、介護支援専門員の実務者研修受講手数料に不足が生じたため増額するもの
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であります。  

 項２の介護予防・生活支援サービス事業費２３万円の増額は、訪問型サービスＤ

で使用する２台の車両の保険代と車検代の不足に伴う増額でございます。  

 項３一般介護予防事業４５万円の増額は、来年度からボランティアポイント制度

を見直し、新たな事業を行うための消耗品と印刷費となっております。  

 款６項１予備費６５５万３ ,０００円の増額であります。  

 歳出合計１ ,５４５万２ ,０００円の減額補正であります。  

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１８  議案第１０７号  令和７年度御代田小沼水道事業会計  

補正予算案（第３号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１８  議案第１０７号  令和７年度御代田小沼水道事業

会計補正予算案（第３号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   ９３ページをご覧ください。  

 議案第１０７号  令和７年度御代田小沼水道事業会計補正予算案（第３号）につ

いて  

 地方公営企業法第６条及び地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年

度御代田小沼水道事業会計補正予算（第３号）を、別冊のとおり提出する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書の９５ページをお願いいたします。  

 令和７年度御代田小沼水道事業会計補正予算（第３号）  

 （総則）  

 第１条  令和７年度御代田小沼水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。  

 （収益的支出の補正）  



３１ 

 第２条  令和７年度御代田小沼水道事業会計予算第３条中に定めた収益的支出の

予算額を次のとおり補正する。  

 収益的支出につきましては、第５１款水道事業費用、第２項営業外費用として、

補正額１３万５ ,０００円の増額は、企業債の利率の変更に伴う利息の増額をお願

いするものです。したがいまして、補正額の合計額は１３万５ ,０００円を増額し、

総額２億１ ,８１３万２ ,０００円となります。  

 （資本的収入及び支出の補正）  

 第３条  予算第４条中に定めた資本的収入及び支出の予算額を次のとおり補正す

る。  

 こちらは、令和８年度に予定している蟻ヶ沢水源クリプト対策紫外線処理施設工

事費に対する国庫補助金を国の補正予算にあわせ確実に確保したいため、事業費を

計上いたします。  

 資本的収入につきましては、第６１款資本的収入、第１項企業債として、補正額

１億３ ,５００万円の増額は、水道事業債と一般会計出資債でございます。第３項

補助金として、補正額４ ,５００万円の増額は、事業費に対する国庫補助率４分の

１でございます。したがいまして、補正額の合計は１億８ ,０００万円を増額し、

総額２億８ ,８５９万円となります。  

 ９６ページをお願いいたします。  

 資本的支出につきましては、第７１款資本的支出、第１項建設改良費として、補

正額１億８ ,７００万円の増額は、先ほどの同施設に対する建設事業費です。した

がいまして、補正額の合計は１億８ ,７００万円を増額し、総額４億７ ,２５０万円

となります。  

 （企業債の補正）  

 第４条  予算第５条中に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。  

 起債の目的は水道事業として、限度額を補正額前の１ ,８００万円に、補正額

１億３ ,５００万円を増額し、補正後の額１億５ ,３００万円となります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１９  議案第１０８号  令和７年度御代田町下水道事業会計  
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補正予算案（第３号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１９  議案第１０８号  令和７年度御代田町下水道事業

会計補正予算案（第３号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案書の９９ページをご覧ください。  

 議案第１０８号  令和７年度御代田町下水道事業会計補正予算案（第３号）につ

いて  

 地方公営企業法第６条及び地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年

度御代田町下水道事業会計補正予算（第３号）を、別冊のとおり提出する。  

令和７年１１月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書の１０１ページをお願いいたします。  

 令和７年度御代田町下水道事業会計補正予算（第３号）  

 （総則）  

 第１条  令和７年度御代田町下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。  

 （収益的収入及び支出の補正）  

 第２条  令和７年度御代田町下水道事業会計予算第３条中に定めた収益的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する。  

 第 ４ １ 款 下 水 道 事 業 収 益 、 第 ２ 項 営 業 外 収 益 と し て 、 補 正 額 ２ ,９ ０ ６ 万

８ ,０００円の減額は、令和６年度事業の取得資産の確定に伴い、補助金や一般会

計繰入金などの長期前受金戻入の補正をするものでございます。したがいまして、

補 正 額 の 合 計 は ２ ,９ ０ ６ 万 ８ ,０ ０ ０ 円 を 減 額 し 、 総 額 ６ 億 ６ ,５ ８ ３ 万

７ ,０００円となります。  

 第５１款下水道事業費用、第１項営業費用として、補正額３ ,６７４万円の減額

は、令和６年度事業の取得資産の確定に伴い、有形固定資産の減価償却費を補正す

るものでございます。第２項営業外費用として補正額４１６万円の増額は、企業債

利率の変更に伴う利息の増額をお願いするものでございます。したがいまして、補
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正額３ ,２５８万円を減額し、総額５億９ ,９０４万円となります。  

 （資本的収入及び支出の補正）  

 第３条  予算第４条中に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。  

 こちらは、令和８年度に予定しております西軽井沢団地内の下水道管の管更生工

事に対する国庫補助金を国の補正予算にあわせ確実に確保したいため、事業費を計

上するものでございます。  

 １０２ページとあわせてご覧ください。  

 第６１款資本的収入、第１項企業債として、補正額１億１ ,０８０万円の増額

は──こちらは下水道事業債でございます。第２項補助金といたしまして、補正額

４ ,８７０万円の増額は、事業費に対する国庫補助率２分の１でございます。した

がいまして、補正額の合計は１億５ ,９５０万円を増額し、総額１３億９ ,１０８万

２ ,０００円となります。  

 第 ７ １ 款 資 本 的 支 出 、 第 １ 項 建 設 改 良 費 と い た し ま し て 、 補 正 額 １ 億

５ ,９５０万円の増額は、先ほどの管更生工事に対する事業費でございます。した

がいまして、補正額の合計は１億５ ,９５０万円を増額し、総額１４億８ ,４２２万

７ ,０００円となります。  

 （企業債の補正）  

 第４条  予算第５条で定めた起債の限度額を、次のとおり補正いたします。  

 起債の目的は下水道事業として限度額を補正前の額５億４ ,１９０万円に、補正

額１億１ ,０８０万円を増額し、補正後の額６億５ ,２７０万円となります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２０  報告第９号  令和７年度御代田町土地開発公社第１回事業変更計画  

及び第２回補正予算の報告について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２０  報告第９号  令和７年度御代田町土地開発公社第

１回事業変更計画及び第２回補正予算の報告についてを議題とします。  

 報告内容の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  
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（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   それでは、議案書１１１ページをご覧ください。  

 報告第９号  令和７年度御代田町土地開発公社第１回事業変更計画及び第２回補

正予算の報告について  

 令和７年度御代田町土地開発公社第１回事業変更計画及び第２回補正予算を、令

和７年１１月１４日御代田町土地開発公社理事会に提出し承認されたので、地方自

治法第２４３条の３第２項により、別紙のとおり報告します。  

令和７年１１月２８日  

御代田町長  小園拓志  

 次の１１２ページをご覧ください。  

 本件は、令和７年１１月１４日に理事会を開催し、議決を頂いております。  

 続いて、１１３ページをお願いいたします。  

 令和７年度御代田町土地開発公社第１回事業変更計画です。  

 下段の３、用地売却計画をご覧ください。  

 用地名、坪谷地１、売却予定面積２ ,０６８ｍ ２、売却予定金額１ ,６７５万円を

追加いたします。  

 場所は、雪窓保育園の道路を挟んだ南側の山林になります。当該土地について、

民間事業者から宅地造成のため売却してほしい申出がありましたので、一般競争入

札により売却を予定しているものでございます。  

 続いて、１１４ページをお願いいたします。  

 第２回補正予算でございます。  

 （総則）  

 第１条  令和７年度御代田町土地開発公社の第２回補正予算は、次に定めるとこ

ろによる。  

 （収益的収入及び支出）  

 第２条  収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。  

 収入になります。  

 第２款事業外収益です。こちらは補正はございません。収入合計で２７万円とな

っております。  

 続いて、支出でございます。  
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 第２款販売費及び一般管理費は、既決予定額７２万１ ,０００円に補正予算額

６９万２ ,０００円を増額し、合計１４１万３ ,０００円となります。こちらは先ほ

ど申し上げました坪谷地１の境界復元及び土地鑑定費用となります。  

 続 い て 、 第 ４ 款 特 別 損 失 は 、 既 決 予 定 額 ゼ ロ 円 に 補 正 予 算 額 ５ ,５ ２ ０ 万

２ ,０００円を増額し、合計５ ,５２０万２ ,０００円となります。坪谷地１を

７ ,１ ９ ５ 万 ２ ,０ ０ ０ 円 で 資 産 と し て 保 有 し て お り 、 今 回 、 売 却 見 込 額 が

１ ,６７５万円ですので、差し引きしまして５ ,５２０万２ ,０００円が固定資産売

却損となるためでございます。  

 支出における補正予算は、支出合計で５ ,６６１万５ ,０００円となり、収益的収

入支出の差し引き額はマイナス５ ,６３４万５ ,０００円となります。なお、この損

失額は今後、やまゆり工業団地の売却額により補填する予定でございます。  

 参考に、１２１ページの貸借対照表中の資産の部、完成土地の欄に売却予定額を

掲載しておりますので、後ほどご確認をお願いいたします。  

 次に、１１５ページをお願いいたします。  

 資本的収入及び支出、こちらにつきましては補正はございません。  

 次の１１６ページから１１８ページにつきましては、ただいま説明しました補正

予算の収支実施計画でございます。  

 １１９ページは、補正に伴う資金計画、１２０ページから１２２ページは、それ

ぞれ予定の損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を添付しております

ので、後ほど確認をお願いいたします。  

 説明は以上になります。  

○議長（内堀喜代志君）   報告の説明を終わります。  

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。  

散  会  午前１１時５３分  


